
国の基準を満たすスペースを確保し、児童が
落ち着いて療育を受けられるように、パー
テーションで区分けするなど工夫しておりま
す。

国の基準を満たす人員配置をしており、養育
に関わる職員は児童発達支援管理責任者、児
童指導員、保育士、専門職と全て有資格者を
配置しております。

当事業所は中高生の児童も多く在籍している
ため、療育の一環として、毎日児童と共に清
掃活動をおこない、教室内の清潔を保ってお
ります。
また、個別療育、集団活動により机の配置を
変更したり、パーテーションで区分けしたり
と活動に合わせて切り替えがおこなえるよう
な環境づくりや季節に合わせた壁面や製作を
飾ることで児童が心地よく過ごせる空間づく
りにつとめております。

教室の床にビニールテープを貼る、パーテー
ションで囲うなど活動に応じて視覚的に分か
りやすい環境を整えております。
バリアフリー化に関しては現在、車椅子を利
用する児童の在籍がなく、スロープや手すり
等はございませんが、玄関を除く室内は車椅
子にも対応が可能となっております。
また、児童が荷物を整理して置きやすいよう
にロッカーの色分けや、学習する机に児童の
名前を記載することでスムーズに着座できる
ような環境づくりにくわえ、一日のタイムス
ケジュールを把握できるようにホワイトボー
ドに書き、児童・職員が把握できるようにし
ております。
今後も必要に応じて設備を検討してまいりま
す。

週 1回の近隣事業所との合同ミーティング
や月 1回のリフレクション会議にて検討事
項や連絡事項の共有をおこなっております。
また、リフレクション会議とは別に業務連絡、
療育内容の確認・相談などを事業所内でおこ
ない、業務改善につとめております。
会議内容は会議録に残し、当日参加できな
かった職員へ周知しております。

必要に応じて個別の部屋に移動したり、パー
テーションを使い空間を区切って集中できる
環境を整えております。

保護者様へのアンケートは毎年実施しており
ます。
保護者様全てのご意向を確認し、アンケート
を基に職員間で話し合い、業務改善につなげ
ております。

月１回リフレクション会議を設け、業務につ
いて振り返り、意見を出し合っております。

第三者による外部評価については今後の課題
として検討してまいります。

適切に支援プログラムが作
成、公表されている

職員の意見等を把握する機会
を設けており、その内容を業
務改善につなげている

第三者による外部評価を行い、
評価結果を業務改善につなげ
ている

職員の資質の向上を図るため
に、研修を受講する機会や法
人内等で研修を開催する機会
が確保されている

個々の児童に対してアセスメ
ントを適切に行い、児童と保
護者様のニーズや課題を客観
的に分析した上で、児童発達
支援計画を作成している

放課後等デイサービス計画を
作成する際には、児童発達支
援管理責任者だけでなく、児
童の支援に関わる職員が共通
理解の下で、児童の最善の利
益を考慮した検討が行われて
いる

児童の適応行動の状況を標準
化されたツールを用いた
フォーマルなアセスメント
や、日々の行動観察なども含
むインフォーマルなアセスメ
ントを使用する等により確認
している

放課後等デイサービス計画が
職員間に共有され、計画に
沿った支援が行われている

活動プログラムが固定化しな
いよう工夫している

活動プログラムの立案をチー
ムで行っている

児童の状況に応じて、個別活
動と集団活動を適宜組み合わ
せて児童発達支援計画を作成
し、支援が行われている

内部研修は本社配信の研修動画を視聴してお
ります。
視聴後は確認テストを受け、内容の理解につ
とめております。
外部の研修には zoomにて参加し、研修の内
容は事業所内や近隣の事業所と共有し、職員
の資質向上につとめております。

標準化されたアセスメントシートを使用し、
状況の把握につとめております。

児童発達支援のガイドラインを遵守し、児童
の状況や保護者様のニーズに基づき、具体的
な支援内容が設定された支援計画を作成して
おります。
支援計画は計画立案や内容を適応期間の定め
に関係なく、必要に応じてその都度見直して
おります。

全職員が日々の支援の中で児童の様子を観察
し、情報共有と検討会議をおこなったうえで
立案しております。

日々の活動内容・支援が固定化しないように
季節を取り入れた製作や、お楽しみ会、レク
レーションに加えて、休日や長期休暇には、
図書館訪問や、買い物学習をおこない、児童
一人ひとりの発達段階や状況に応じてのプロ
グラムを計画しております。

支援プログラムを作成し、令和 7年度に向け
た公表準備をしております。

支援プログラムを作成し、令和 7年度に向け
た公表準備をしております。

より良い支援のためにアセスメントを適切に
おこない、しっかりと保護者様からの情報を
聞き取り、記録し、保護者様や利用児童のニー
ズを最大限に活かせるように支援計画を作成
しております。

個別支援計画作成前に支援会議をおこない、
対象児童について話し合い、共通理解の元、
検討をおこなっております。

一人ひとりの支援計画内容は、全職員に周知・
共有し、個々の計画に沿った支援を提供して
います。

現時点では第三者評価は実施できておりませ
ん。

利用定員が指導訓練室等ス
ペースの関係で適切である

保護者様向け評価表を活用す
るなどによりアンケート調査
を実施して保護者様の意向等
を把握し、業務改善につなげ
ている

生活空間は、児童にわかり
やすく構造化された環境に
なっている。また、障がい
の特性に応じ、事業所の設
備等は、バリアフリー化や
情報伝達等への配慮が適切
になされている

業務改善を進めるためPD
CAサイクル（目標設定と
振り返り）に、広く職員
が参画している

必要に応じて、児童が個別の
部屋や場所を使用することが
認められる環境になっている

生活空間は、清潔で心地よく
過ごせる環境になっているか。
また、児童達の活動に合わせ
た空間となっている

職員の配置数は適切である
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放課後等デイサービス事業所における自己評価結果（公表）
令和
6年度
令和
6年度

討議日：令和 6 年  9 月 30 日
公表日：令和 7 年   2 月 22日

支援開始前には職員間で必ず
打合せを行い、その日行われ
る支援の内容や役割分担につ
いて確認し、チームで連携し
て支援を行っている

放課後等デイサービス計画
には、放課後等デイサービ
スガイドラインの「放課後
等デイサービスの提供すべ
き支援」の「本人支援」、「家
族支援」、「移行支援」及び
「地域支援・地域連携」の
ねらい及び支援内容も踏ま
えながら、児童の支援に必
要な項目が適切に設定さ
れ、その上で、具体的な支
援内容が設定されている

個別療育を基本としていますが、集団活動も
取り入れながら児童の特性に応じた支援計画
を作成しております。
また、支援計画作成では、その児童に必要な
活動内容であるのかを十分に勘案することが
重要だと考えております。

半年ごとに必ずモニタリングを実施し、児童
の状況や保護者様のニーズを把握、分析し、
療育目標の見直しをはかっております。
また、利用児童の状況によっては、見直しや
改善点、その他緊急の課題があれば、その都
度見直し、作成した支援計画は、保護者様に
確認後、納得の上、同意のサインをいただい
ております。

清掃活動時にどの場所をするか児童の意見を
聞いたり、余暇の時間に自分の好きな活動を
選んだりと自己選択の機会を設けておりま
す。

児童ごとに療育内容や課題について日々記録
しております。
保護者様の気になることや園・学校の先生方
からの共有事項についても記載し、職員間で
情報共有をしております。

毎日、職員で打ち合わせを実施し、療育や活
動に応じた職員配置や環境設定をおこなって
おります。
その日に担当する児童のみならず、児童全員
の情報を共有し、支援にあたることが大切で
あると考えております。

支援終了後、または翌朝に職員間で支援内容
の振り返りをおこない、情報共有をしており
ます。経過記録をもとに成果に繋がりそうな
ことや支援に工夫が必要なことについて話し
合い、次の支援に取り入れるようにしており
ます。
勤務の関係で打ち合わせに参加できない場合
は、連絡ノートを活用し、共通理解に努めて
います。

放課後等デイサービスのガイドラインを遵守
し、児童の状況や保護者様のニーズに基づき、
具体的な支援内容が設定された支援計画を作
成しております。
支援計画は計画立案や内容を適応期間の定め
に関係なく、必要に応じてその都度見直して
おります。

支援終了後には､職員間で必ず
打合せをし､その日行われた支
援の振り返りを行い､気付いた
点等を共有している

日々の支援に関して記録をと
ることを徹底し、支援の検証・
改善につなげている

定期的にモニタリングを行い
放課後等デイサービス計画の
見直しの必要性を判断し、適
切な見直しを行っている

放課後等デイサービスガイド
ラインの「４つの基本活動」
を複数組み合わせて支援を
行っている

児童が自己選択できるような
支援の工夫がされている等、
自己決定をする力を育てるた
めの支援を行っている

学校との情報共有（年間計
画・行事予定等の交換、児
童の下校時刻の確認等）、
連絡調整（送迎時の対応、
トラブル発生時の連絡）を
適切に行っている

地域の保健、医療（主治医や
協力医療機関等）、障害福祉、
保育、教育等の関係機関と連
携して支援を行う体制を整え
ている

地域の児童発達支援センター
との連携を図り、必要等に応
じてスーパーバイズや助言や
研修を受ける機会を設けてい
る

行事予定や下校時間等を用紙にていただいて
おります。
また、学校送迎時や、電話連絡にて情報共有
につとめ、急な変更にも対応できるように、
日頃から連携を図っております。

就学前に園や相談員、各関係機関とともに会
議をおこない、情報共有と相互理解を図って
おります。

関係機関との会議にも積極的に参加し、いた
だいた情報は支援に活用しております。

就学前に利用していた保育
所や幼稚園､認定こども園､
児童発達支援事業所等との
間で情報共有と相互理解に
努めている

学校を卒業し、放課後等デイ
サービス事業所から障害福祉
サービス事業所等へ移行する
場合、それまでの支援内容等
の情報を提供する等している

家族の対応力の向上を図る観
点から、家族に対して家族支
援プログラム（ペアレント･
トレーニング等）や家族等の
参加できる研修の機会や情報
提供等を行っている

放課後児童クラブや児童館と
の交流など外部との活動する
機会がある

本年度は卒業する児童はおりませんが、来年
度卒業する児童が複数名在籍しているため、
担当者会議などをとおして支援内容の情報共
有・相互理解を図り、移行先でも活動に役立
てていただけるよう心がけております。

現在、児童発達支援センターや専門機関との
連携までにはいたっておりません。

今後は関係機関との連携を目指し、研修や助
言を求めてまいります。

本年度は事業所発信の交流機会は持ておりま
せん。

中津市障害自立支援協議会・こども部会委員
に入り、定期的に行われている部会に参加さ
せていただいております。

保護者様のご意見をうかがいながら交流機会
が設けられるように、検討、準備してまいり
ます。

連絡帳にその日の取り組んだ療育内容や児童
の様子を記載するとともに、送迎時には保護
者様へ直接お伝えしております。
その際に、ご家庭での困りごとや要望をおう
かがいし、共通理解につとめております。
また、必要に応じて電話連絡や家庭訪問もお
こなってまいります。

送迎などの機会に保護者様のお悩みやお困り
ごとをお聞きし、助言やコンパスで実施して
効果的だった支援方法などをその都度お伝え
しております。
またご家庭での協力が必要な場合は、内容を
ご提案し、可能な範囲で取り組んでいただい
ております。
ご要望や必要に応じて面談をおこなうなど、
保護者様に寄り添う支援心がけております。

契約時にご納得いただけるよう丁寧な説明を
心がけております。
契約後でも、ご要望いただきましたら改めて
ご説明させていただき、納得のうえでご利用
していただけるようつとめてまいります。

より良い支援のために定期的にアセスメント
やモニタリングをおこない、面談の中でお聞
きした保護者様や児童のニーズを最大限に活
かせるように支援計画を作成しております。

プライバシー保護の観点からも開催にはアン
ケート等を実施し、保護者様のご意向にも配
慮し、慎重に検討してまいります。

プライバシー保護の観点からも、開催にはア
ンケート等を実施し、保護者様のご意向にも
配慮し、慎重に検討してまいります。

事業所主催の保護者会等の支援は開催できて
おりません。

現時点では事業所行事に地域住民を招待する
企画は実施できておりません。

児童発達支援管理責任者が、保護者様へ支援
計画書を示しながら支援内容の説明をおこな
い、保護者様の同意が得られてから署名・捺
印をしていただいております。

モニタリングや保護者様からの依頼で担当者
会議や面談を開いております。
また、送迎時にご相談を受けた際にご家庭で
実践しやすい対応方法の提案や、助言をおこ
ない、その場での助言が難しい場合は、一度
事業所に持ち帰り職員間で話し合い、後日返
答するようにしております。
より良いアドバイスがおこなえるよう今後も
支援に関する知識を深めてまいります。

保護者様のご意見やご相談については､一つ
ひとつ迅速､丁寧な対応を職員一同つとめて
まいります。
また、重要事項説明書にお客様相談受付窓口
を記載し、契約時に丁寧に説明させていただ
き、保護者様の意見は真摯に受け止め、迅速
かつ適切に対応をおこなってまいります。

各種マニュアルを策定し、保護者様がいつで
も閲覧できるように玄関に掲示しておりま
す。
職員にはマニュアルの内容を周知するととも
に、定期的に見直し、現状に合ったものに更
新しております。
また、来所する機会のない保護者様に向けて
も事業所だよりなどでお知らせをおこなって
まいりたいと考えております。

年に 4回 (火災・地震・不審者・水害 )の
防災訓練を実施しております。
当事業所は海に近く、浸水の危険性も十分に
考えられます。
そのため今年度も中津市が主催した高潮浸水
や津波に関する研修に参加し、その内容に
沿った避難訓練の実施いたしました。
また、不審者対応訓練については、前年度に
引き続き、今年度も警察の方を招いての実施
を予定しております。

契約時に保護者様から丁寧に聞き取りをおこ
ない、職員間での情報共有できるようリスト
化し、個人情報に配慮した上で、職員のみが
出入りする場所に掲示しております。
お菓子を配布する際やおやつを作る際には成
分・種類等配慮しております。

年間計画を立て、事業所の点検や避難訓練を
おこなっております。
また、PDCAサイクルの観点から定期的に
安全計画の見直しや必要に応じて変更もおこ
なっております。

災害時の避難所や児童の受け渡し場所、連絡
先などお知らせしております。
また、避難訓練の様子などは連絡帳や事業所
だよりにてお知らせしております。

ヒヤリハットはほんの少しの油断から起こり
うる事象なので、少しでも「ヒヤリ」とした
場合には、報告書を作成するようにしており
ます。
特に重要なのは原因究明と再発防止なため、
必ず職員間で話し合いをおこない、共通理解
をはかり、事前の事故防止につとめておりま
す。

事業所に虐待防止責任者を 2名選定してお
ります。
また、虐待防止のための検討委員会を設置し、
定期的に開催するとともに、会議内容は職員
へと周知しております。
事業所内研修や外部研修に参加し、職員間で
虐待防止の認識を深めております。

利用契約書に原則として身体拘束の禁止を記
載しておりますが、やむを得ず必要となる場
合については、保護者様の承諾を得て支援計
画に記載するようにしております。

利用契約書に準じ原則身体拘束はおこないま
せんが、万が一自傷・他害行動などにより、
支援に支障をきたすと考えられる場合に限
り、やむを得ず身体拘束に踏み切る場合は、
児童や保護者様に十分な説明をおこない、承
諾を得て支援計画に記載するようにつとめて
まいります。

アセスメント時に保護者様に必ず確認し、職
員間で共有しております。
服薬する場合は保護者様より、与薬依頼書に
て事前に同意をいただいております。

個人情報が記載された重要書類等は施錠ので
きるキャビネットに保管し、鍵を使った際は
書庫施錠記録に名前を記入しております。
また定期的に情報セキュリティ研修を全職員
が受講し、個人情報の取り扱いに対する意識
を高め、不要な書類等は、速やかにシュレッ
ダーにて廃棄しております。

月に 1回発行している「事業所だより」で、
1カ月の行事予定や児童の療育や活動の様子
を写真等を交え掲載しております。
「コンパスだより」も季節ごとに配布し、ご
家庭で役立つ情報を発信しております。
また公式Webサイトでブログを毎日更新し、
YouTube 等の SNS でもさまざまな情報提供
につとめております。
ご意見にある伝達方法については事業所内で
見直しをおこない、対応してまいります。

連絡帳や送迎時に保護者様とお話しする際
は、本日の出来事や様子を分かりやすい言葉
で伝えるよう心がけております。
また、重要な連絡に関しては口頭だけでなく
書面も加えてお知らせしております。
児童とは発達段階に合わせ、口頭以外にも絵
カード等を使用し、視覚からも情報が伝達で
きるように工夫しております。

（自立支援）協議会等へ積極
的に参加している

日頃から児童の状況を保護
者様と伝え合い、児童の発
達の状況や課題について共
通理解を持っている

運営規程、支援プログラム、
利用者負担等について丁寧
な説明を行っている

放課後等デイサービス計画を
作成する際には、児童や保護
者様の意思の尊重、児童の最
善の利益の優先考慮の観点を
踏まえて、児童や家族の意向
を確認する機会を設けている

定期的に通信等を発行するこ
とや、HPや SNS等を活用
することにより、活動概要や
行事予定、連絡体制等の情報
を児童や保護者様に対して発
信している

児童や保護者様からの苦情に
ついて､対応の体制を整備す
るとともに、子どもや保護者
に周知し、苦情があった場合
に迅速かつ適切に対応してい
る

父母の会の活動を支援するこ
とや、保護者会等を開催する
等により、保護者様同士で交
流する機会を設ける等の支援
をしているか。また、きょう
だい同士で交流する機械を設
ける等の支援をしている

個人情報の取扱いに十分留意
している

家族等からの子育ての悩み等
に対する相談に適切に応じ、
面談や必要な助言と支援を
行っているか

「放課後等デイサービス計画」
を示しながら支援内容の説明
を行い、保護者様から放課後
等デイサービス計画の同意を
得ている

障がいのある児童や保護者様
との意思の疎通や情報伝達の
ための配慮をしている

事業所の行事に地域住民を
招待する等地域に開かれた
事業運営を図っている

事故防止マニュアル、緊急時
対応マニュアル、防犯マニュ
アル、感染症対応マニュアル
等を策定し、職員や家族等に
周知するとともに、発生を想
定した訓練を実施している

どのような場合にやむを得ず
身体拘束を行うかについて、
組織的に決定し、児童や保護
者様に事前に十分に説明し了
解を得た上で、児童発達支援
計画に記載している

業務継続計画（BCP）を策
定するとともに、非常災害の
発生に備え、定期的に避難、
救出その他必要な訓練を行っ
ている

食物アレルギーのある児童に
ついて、医師の指示書に基づ
く対応がされている

安全計画を作成し、安全管理
に必要な研修や訓練、その他
必要な措置を講じる等、安全
管理が十分された中で支援が
行われている

児童の安全確保に関して、家
族等との連携が図られるよ
う、安全計画に基づく取組内
容について、家族等へ周知し
ている

ヒヤリハットを事業所内で共
有し、再発防止に向けた方策
について検討をしている

虐待を防止するため、職員の
研修機会を確保する等、適切
な対応をしている

事前に、服薬や予防接種、て
んかん発作等の児童の状況を
確認している

○この「事業所における自己評価結果（公表）」は、事業所全体でおこなった自己評価です。

障害児相談支援事業所のサー
ビス担当者会議や関係機関と
の会議に、その児童の状況を
よく理解した者が参画してい
る

児童発達支援管理責任者が参画しておりま
す。
状況に応じて、該当利用児童と関りの深い職
員が同行する場合もございます。
会議の内容は持ち帰り、職員間で共有してい
ます。
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チェック項目 工夫している点
課題や改善すべき点を踏まえた

改善内容又は改善目標
はい いいえ
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